
社会福祉法人入間福祉会おおぎ在宅介護支援センター 

指定居宅介護支援事業所運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人入間福祉会が開設する指定居宅介護支援事業所「お

おぎ在宅介護支援センター」（以下「事業所」という。）が行う居宅介護支援事業

（以下「事業」という。）の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関す

る事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等（以下「要

介護者等」という。）に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。 

（運営の方針） 

第２条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。 

２．事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

３．事業所は利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 

４．事業所は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、介護保険法第 118 の２第 1

項に規定する介護保険等最新情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行

うように努める。 

５．事業所及びその従業者は、入間市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 20 号）第

2 条第 1 号に規定する暴力団、同上第 2 号に規定する暴力団員及び同条例第 3 条

第 2 項に規定する暴力団関係者であってはならず、並びにこれらの者と不適切な

関係を有してはならない。 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

   一、名 称  おおぎ在宅介護支援センター 

   二、所在地  入間市東町４丁目１番８０号 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

   一、管理者  介護支援専門員１名 

     管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

   二、介護支援専門員  ４名 （内 3 名主任介護支援専門員） 

     介護支援専門員は、居宅介護支援業務を行い、要介護者等の能力に応じ自立 

した日常生活を営むことができるよう援助を行う。 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

   一、営業日  月曜から土曜日までとする。ただし、１２月３０日から１月３日



までを除く。 

   二、営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

   三、電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制をとる。 

（居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等） 

第６条 居宅介護支援の提供方法、内容は次のとおりとし、利用料の額は、厚生労働大

臣が定める基準によるものとする。 

   一、相談の場所 おおぎ在宅介護支援センター相談室（必要に応じて居宅訪問を

実施） 

   二、課題分析表の種類 居宅サービス計画ガイドライン 入間福祉会方式 

   三、サービス担当者会議開催場所 おおぎ在宅介護支援センター相談室、居宅 

   四、居宅訪問の頻度 月１回以上、モニタリングの結果記録月１回以上 

  ２．第７条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通

費は、その実費を徴収する。 

なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。 

一、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道１０キロ未満 １２０円 

   二、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道１０キロ以上 １８０円 

 ３．前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文

書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けるこ

ととする。 

（通常の事業の実施地域） 

第７条 通常の事業の実施地域は、入間市、狭山市、所沢市の区域とする。 

（苦情処理） 

第８条 自ら提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サ

ービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２．提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第２３条の規定により市町村が

行う文書その他物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問

若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導

又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３．提供した指定居宅介護支援に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行

う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた

場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

（事故発生時の対応） 

第９条 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合に、速やか

に市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

  ２．前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

  ３．事業所の責めに帰すべき事由により利用者に賠償すべき事故が発生した場合に



は、速やかに損害賠償を行う。 

（個人情報の保護） 

第 10条 利用者又はその家族の個人の情報について「個人情報保護に関する法律」及び

厚生労働省が策定した「医療・介護事業関係者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

  ２．事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サー

ビスの提供以外の目的では原則的に使用しないものとし、外部への情報提供につ

いては必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第 11条 事業者は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるもの 

   とし、また、業務体制を整備する。 

 一、採用時研修 採用後１ヶ月以内に１週間以上(２０時間以上) 

   二、継続研修 年２回(６時間以上) 

  ２．従業者は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

  ３．従業者であった者に、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる

ため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従

業者との雇用契約の内容とする。 

  ４．この規程に定めるほか、運営に必要な事項は、社会福祉法人入間福祉会理事長

と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。 

（虐待防止に関する事項） 

第 12条 事業所は利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講ずるものと

する。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催。 

（２） 虐待防止のための指針の整備 

（３） 虐待防止のための研修の定期的な実施 

（４） 虐待防止の措置に関しての担当者の設置 

２．事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者（利用者の家族等

高齢者を現に擁護するもの）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合

は速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 

 

  附 則 

この規程は、平成１２年 ６月 １日から施行する。 

平成１３年１１月 １日より一部改正施行する。 

平成１８年１２月 １日より一部改正施行する 

平成１９年 ４月 １日より一部改正施行する。 



平成２０年 ９月 １日より一部改正施行する。 

平成２１年 ４月 １日より一部改正施行する。 

平成２５年１０月 １日より一部改正施行する。 

平成２７年 ５月２５日より一部改正施行する。 

令和 ４年 ４月 １日より一部改正施行する。 

令和 ６年 ４月 １日より一部改正施行する。 



４．サービス事業の概要　

(1) 通常の事業の実施地域　入間市、狭山市、所沢市　

(2) サービス提供時間  (3) 体制

 管理者

介護支援専門員

営業時間

連絡体制

居 宅 介 護 支 援 委 託 契 約 書

  　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「利用者」といいます）は、本書により、おおぎ在宅介護支
援センター（以下「事業所」といいます）から居宅介護支援についての重要事項の説明を受け同意し、利用
者と社会福祉法人　入間福祉会（以下「事業者」といいます）は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支
援について、次の要綱及び後記の契約条項のとおり（以下、合わせて「本契約」といいます）を締結しま
す。

要綱（兼 重要事項説明書）

１．事業の目的

この規程は、社会福祉法人入間福祉会が開設する指定居宅介護支援事業所「おおぎ在宅介護支援センター」
（以下「事業所」という。）が行う居宅介護支援事業（以下「事業」という。）の適切な運営を確保するた
め、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等（以下
「要介護者等」という。）に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。

２.運営の方針

(１)事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を
営むことができるよう援助を行う。

(２)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合
的なサービスの提供に努めるものとする。

(３)事業所は利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、
研修を実施する等の措置を講じる。

(４)事業所は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、介護保険法第118の２第1項に規定する介護保険等最
新情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うように努める。

(５)事業所及びその従業者は、入間市暴力団排除条例（平成24年条例第20号）第2条第1号に規定する暴力
団、同上第2号に規定する暴力団員及び同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者であってはならず、並び
にこれらの者と不適切な関係を有してはならない。

３．契約期間　 令和　      年      月      日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。

ただし、契約期間満了の２ヶ月前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出が
ない場合は、本契約は自動更新されるものとします。

（令和6年4月1日現在）

営業日
月曜から土曜日（但し、12月30日

から１月３日までを除く）

１名
（主任介護支援専門員）

４名（管理者を含む）
（内３名　主任介護支援

専門員）

午前８時３０分から午後５時３０分

24時間連絡できる体制を確保しております。

 (4) 介護支援専門員１人当たりの担当利用者数

介護保険法等法令にもとづき、４５名未満としております。なお、この担当利用者数は法令の改正等
により変更されますので、予め承知ください。



５．利用料金　

(1)

※

 （単位数）
1単位10.42円

1,086 １月 11,316円

1,411 １月 14,702円

+421 １月 4,386円

※該当する方のみ次の金額が加算されます。 （６級地）
 （単位数）
1単位10.42円

+300 3,126円

+250 2,605円

+200 　 　　   　　1,042円2,084円

+450 　 　　   　　4,689円4,689円

+600 　 　　   　　6,252円6,252円

+600 　 　　   　　6,252円6,252円

+750 　 　　   　　7,815円7,815円

+900 　 　　   　　9,378円9,378円

+400 　 　　   　　4,168円4,168円

+200 　 　　   　　2,084円2,084円

+50 　 　　   　　2,084円521円

(2) 交通費　　通常の事業の実施地域の場合は無料です。

(3)

６．担当介護支援専門員

連絡先　 入間市東町４丁目１番８０号 　電話　０４－２９６６－４３７８

　　　　 おおぎ在宅介護支援センター

※

７．サービス内容に関する相談・苦情

(1) 当法人の利用者相談・苦情担当
おおぎ在宅介護支援センター　 管理者　小坂部　智子 　電話　０４－２９６６－４３７８

おおぎ在宅介護支援センター　 　　　　小澤　公世 　電話　０４－２９６６－４３７８

(2) 当法人以外の相談苦情窓口
入間市健康推進部　介護保険課 　電話　０４－２９６４－１１１１ （代表）

狭山市長寿健康部　長寿安心課 　電話　０４ー２９５３－１１１１ （代表）

所沢市福祉部　介護保険課   電話　０４－２９９８－９４２０（直通）

埼玉県国民健康保険団体連合会 　電話　０４８－８２４－２５６８

　電話　０３－６２３８－０１７７

　

　

契約締結日 　　　　　年　　   月　   　日

（利用者） （事業者）

住　所

氏　名 ㊞

（利用者代理人）

住　所

氏　名 ㊞

利用料　居宅介護支援利用料は介護サービス提供開始以降１ヶ月あたり下記のとおりです。
但し、要介護又は要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額支給されますので自己負担は
ありません。無料です。

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付が直接事業者に支払われない場合がありま
す。その場合は１ヶ月につき下記の金額をお支払いいただきますが、当事業所が発行するサービス提
供証明書を後日市役所又は町役場に提出しますと、全額払戻を受けられます。

（６級地　地域区分単価10.42円）

利用料

 居宅介護支援費　Ⅰ 要介護 １・２

要介護 ３・４・５

 特定事業所加算（Ⅱ）

※看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等を実施し、算定要件に該当する場合は、上記居宅介護支援費を算定します。

 【その他加算】

利用料

 初回加算 1月につき

 入院時情報連携加算（Ⅰ）
1月につき

 入院時情報連携加算（Ⅱ）

 退院・退所加算（Ⅰ）イ 入院又は入院期間中1回を限度

 退院・退所加算（Ⅰ）ロ 入院又は入院期間中1回を限度

 退院・退所加算（Ⅱ）イ 入院又は入院期間中1回を限度

 退院・退所加算（Ⅱ）ロ 入院又は入院期間中1回を限度

 退院・退所加算（Ⅲ） 入院又は入院期間中1回を限度

 ターミナルケアマネジメント加算

 緊急時等居宅カンファレンス加算 1月に2回を限度

 通院時情報連携加算 1月に1回を限度

 通常の事業の実施地域を越える交通費
事業所の実施地域を越えた地点から、片道１０キロ未満　１２０円

事業所の実施地域を越えた地点から、片道１０キロ以上　１８０円

解約料　　契約後、利用者の都合により解約した場合、下記の料金を頂きます。
○ 契約後、居宅サービス計画の作成段階途中で解約した場合　　    --- 利用料の半額

○ 市又は町役場への居宅サービス計画の届出が終了後解約した場合　--- 解約料金は一切かかりません。

氏名　　          　　　　　　　　　　　

利用者に対して、上記の担当介護支援専門員がこの契約と重要事項説明書の内容を説明いたしまし
た。

東京都国民健康保険団体連合会

　本契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が記名押印のうえ、１通ずつ保有するもの
とします。

事業者所在地　埼玉県入間市東町４－１－７７

事業者名　社会福祉法人入間福祉会

代表者名　理事長　　野 口　　一　　㊞

事業所所在地　埼玉県入間市東町４丁目１番８０号

事業所名　おおぎ在宅介護支援センター

（指定番号等）埼玉県 1172800359
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